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平成２９年上尾市教育委員会１２月定例会 会議録 

１ 日  時  平成２９年１２月２１日（木曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０時７分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  教育長 池野和己 

教育長職務代理者 細野宏道 

委員 岡田栄一 

委員 中野住衣 

委員 大塚崇行 

委員 内田みどり 

４ 出席職員  教育総務部長 保坂了 

学校教育部長 今泉達也 

教育総務部 図書館長 黒木美代子 

教育総務部次長 関孝夫 

学校教育部次長 石川孝之 

教育総務部主席副参事兼図書館副館長 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 学務課長 伊藤潔 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 瀧沢葉子 

学校教育部副参事 兼 中学校給食共同調理場所長 鈴木宏明 

教育総務部 教育総務課長 荒井正美 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳  

教育総務部 図書館次長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 長谷川浩二 

学校教育部 学校保健課長 松澤義章 

書記  教育総務課主幹 森泉洋二 

教育総務課副主幹 井上建一 

教育総務課主査 周暁蘭 

教育総務課主任 鳥丸美鈴 

５ 傍 聴 人  １人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ 平成２９年１１月定例会会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

議案第５５号 上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について 

議案第５６号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規程の

一部を改正する訓令の制定について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 平成３０年成人式について 

報告事項２ 第３０回記念２０１７上尾シティマラソンの結果について 

報告事項３ 平成２９年１１月上尾市小・中学校いじめに関する状況調査結果について 

報告事項４ 平成２９年度 第６４回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 

議案第５７号 平成２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

日程第８ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（池野和己 教育長）皆様おはようございます。ただ今から、平成２９年上尾市教育委員会１２月定例

会を開会いたします。本日は、傍聴の申出はございますか。 

 

（荒井正美 教育総務課長）１名から傍聴の申出がございます。 

 

（池野和己 教育長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、日程に従いまして、会議を進めます。 

 

日程第２ １１月定例会会議録の承認について 

（池野和己 教育長）最初に「日程第２ １１月定例会会議録の承認について」でございます。１１月

定例会の会議録につきましては、すでにお配りをし、確認していただいておりますが、何か修正等が

ございましたらお伺いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、承認することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、１１月定例会の会議録は、細野委員さんにご署名をいただ

きまして、会議録といたします。 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。会議

録署名委員は、岡田委員にお願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）はい。 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）続きまして「日程第４ 議案の審議」でございますが、その前にお諮りいたしま

す。本日提出されております議案第５７号につきましては、市議会に提出することとなる案件である

ため、非公開の会議として審議したいと存じますが、ご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 
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（池野和己 教育長）それでは、ご異議がないものと認め、会議を公開しないものとして決定いたしま

した。また、この決定を受けまして、予定されている本日の日程を変更いたします。まず、会議を公

開して議案第５５号、５６号の審議を行い、その後、報告事項、今後の日程報告を行いたいと存じま

す。その後、非公開の会議として議案第５７号の審議を行いたいと存じますので、よろしくお願いい

たします。 

 

（池野和己 教育長）それでは、「日程第４ 議案の審議」に入りたいと思います。「議案第５５号 

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について」説明をお願いします。 

 

（今泉達也 学校教育部長）議案第５５号につきましては、伊藤副参事兼学務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５５号 上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について 

（伊藤潔 学務課長）議案書の１ページ、「議案第５５号 上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を

改正する規則の制定について」ご説明いたします。提案理由でございますが、埼玉県の「職員の育児

休業等に関する条例」及び「同規則」の一部改正に伴い、上尾市立小・中学校職員服務規程で定めて

いる育児休業承認請求書の様式を一部改正する必要が生じたことから、この案を提出するものでござ

います。改正の内容は、議案資料１、２ページをご覧ください。非常勤職員の育児休業取得可能期間

が改正されたことから、下線部分を変更するものです。以上で説明とさせていただきます。 

 

（池野和己 教育長）ただ今、議案第５５号につきまして説明をいただきました。質疑、意見等がござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、採決に移ります。「議案第５５号 上尾市立小・

中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について」原案どおり可決することにご異議はござ

いませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ご異議がないものと認め、原案のとおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）続きまして「議案第５６号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤

務日数、勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制定について」説明をお願いいたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第５６号につきましては、荒井教育総務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５６号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規

程の一部を改正する訓令の制定について 

（荒井正美 教育総務課長）議案書の２ページをお開きください。「議案第５６号 上尾市教育委員会
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が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて」ご説明申し上げます。まず、提案理由でございますが、４ページをお開きください。上尾市教

育委員会が任用する一般職非常勤職員で特定一般職非常勤職員に該当しないものの勤務日数並びに勤

務時間及び休憩時間の割振りについて定めたいので、この案を提出するものでございます。次に、今

回の一部改正の趣旨についてご説明いたします。本年度４月に開催しました定例教育委員会におきま

して、教育委員会が任用する非常勤の職員のうち、昨年度まで特別職非常勤職員として扱われていた

ものの勤務日数並びに勤務時間及び休憩時間の割振りに関しては、「上尾市教育委員会が任用する一

般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規程」を制定し、規定したところでございます。し

かしながら、この規程については、教育委員会が任用する職員の中で、昨年度まで「非常勤特別職」

として取り扱われていた中で、いわゆる労働者性の高い７つの職、具体的に申し上げますと、別冊の

議案資料の新旧対照表４ページの表、１から６までの職と、その下の２項の部分で規定している社会

教育指導員までの職になりますが、この７つの職を特定一般職非常勤職員として区別し、その職の勤

務日数並びに勤務時間及び休憩時間の割振りを定めたものでございまして、その職以外の一般職非常

勤職員について定めている事項がございませんでした。今回のこの改正は、この定めていない職につ

いての部分、具体的には、昨年度まで「非常勤嘱託」として取り扱われていた一般職非常勤職員を

「非特定一般職非常勤職員」として位置付け、この職員にまで適用範囲を拡大し、勤務日数並びに勤

務時間及び休憩時間の割振りを定めようとするものでございます。なお、この適用範囲拡大の具体的

な対象の職については、図書館業務員、そして、学務課に勤務する一般職非常勤職員であり、今回、

この規定整備をすることにより、上尾市教育委員会が任用するすべての一般職非常勤職員について服

務の基準が定められることとなります。改正の趣旨は以上となりますが、今回のこの改正では、この

他、規定の整備や文言の整理をいたしまして、具体的には、別冊の議案資料３ページ以降の新旧対照

表にありますような改正を行うものでございます。最後に、この訓令の施行期日ですが、議案書３ペ

ージの下の部分にありますように、公布の日から施行する予定でございます。説明は以上です。 

 

（池野和己 教育長）ただ今、議案第５６号について説明をいただきました。質疑、意見等がございま

したらお願いしたいと思います。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、これより採決いたします。「議案第５６号 上尾

市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓

令の制定について」原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

日程第５ 報告事項 

（池野和己 教育長）続きまして「日程第５ 報告事項」でございます。報告事項４件がございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）報告事項のご用意をお願いします。「報告事項１ 平成３０年成人式につい
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て」は小宮山生涯学習課長より、「報告事項２ 第３０回記念２０１７上尾シティマラソンの結果に

ついて」は長谷川スポーツ振興課長よりご報告申し上げます。 

 

○報告事項１ 平成３０年成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）教育長報告の１ページをお開きください。「報告事項１ 平成３０年成

人式について」でございます。４月の定例教育委員会でもご報告させていただいておりますが、具体

的な内容が決まってまいりましたので、ご報告させていただきます。期日につきましては、平成３０

年１月７日の日曜日の実施でございます。時間は、主にＪＲ高崎線東側居住者の方を対象に、第１回

目を午前１０時３０分から、２回目がＪＲ高崎線西側の方を対象に午後零時４５分から、それぞれ開

催いたします。会場は、上尾市文化センター、主催は上尾市・上尾市教育委員会となります。内容に

つきましては、例年どおり２０分程度のアトラクションと、５０分程度の式典の２部構成となります。

アトラクションにつきましては、成人代表者による実行委員会形式で制作いたしました、恩師からの

ビデオレターと思い出のアルバムショーとなっております。対象者につきましては、平成９年４月２

日から平成１０年４月１日までに生まれた市内在住の方で、住民基本台帳から１１月１日現在で抽出

した対象者２，２６８人に案内状を発送してございます。なお、現在市外に在住している方で、中学

校卒業まで市内に在住していた方につきましては、申出に応じて、逐次案内状を送付してございます。

教育委員さん、教育長には当日ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○報告事項２ 第３０回記念２０１７上尾シティマラソンの結果について 

（長谷川浩二 スポーツ振興課長）「報告事項２ 第３０回記念２０１７上尾シティマラソンの結果に

ついて」ご報告いたします。報告事項２ページをお願いします。第３０回記念２０１７上尾シティマ

ラソンを１１月１９日、日曜日に開催いたしました。前日の夜に強風が吹き、出店のテントが飛ばさ

れるアクシデントがありましたが、職員及び委託業者にて対応いたしまして、当日は、大きな事故も

なく無事終了することができました。結果につきましては、次の３ページをお願いいたします。エン

トリー数、申込みですが８，８２６人で、そのうちスタートをしたスタート数、出走者数になります

が７，４８１人、出走率が８４．７６パーセントで、例年約８５パーセントであることから例年どお

りであったもようでございます。そのうち、スタート、出走した者のうちフィニッシュ、完走した者

が７，２６５人で９７．１１パーセントの完走率でございました。特にここではまとめておりません

が、ハーフの部の完走率に関しましては、昨年の９１．４６パーセントに対して９５．６４パーセン

トと増加しました。これにつきましては、制限時間を２時間２０分から２時間３０分に変更したこと

によりまして、より多くの市民ランナーが完走できたものと思われます。各種目別につきましては、

この一覧表をご参照ください。また、招待選手の川内優輝さんにはハーフの部を、ゲストランナーの

谷川真理さんには３キロ・５キロの部を走っていただき、上尾市出身の岡田久美子さんには選手の見

送りや表彰のお手伝いをしていただきました。また、当日は走者にとって好条件であったようで、ハ

ーフ大学生男子の部の優勝者の記録は、上尾シティマラソンの大会新記録となりました。なお、当日

は教育委員の皆様にも開会式にご参列いただき、ありがとうございました。以上、報告とさせていた

だきます。 

 

（今泉達也 学校教育部長）「報告事項３ いじめに関する状況調査結果について」は瀧沢副参事兼指

導課長より、「報告事項４ 埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校について」は松澤学校保健課長よ

り、それぞれ報告申し上げます。 
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○報告事項３ 平成２９年１１月上尾市小・中学校いじめに関する状況調査結果について 

（瀧沢葉子 指導課長）４ページ、「報告事項３ 平成２９年１１月上尾市小・中学校いじめに関する

状況調査結果について」でございます。１１月の認知件数は、小学校では、新規認知が１件、継続見

守り１０件、中学校は、新規認知１件、継続見守り９件となっております。解消報告はなく、いずれ

のケースにつきましても、事実についての対応が適切に行われており、その後の状況を丁寧に見守っ

ております。今月の校長会議、教頭会議では、今泉部長から、日頃の各学校での適切な指導や対応に

加えて、「いじめ０」よりも「いじめの見逃し０」をという「いじめの認知」をいとわない体制づく

りを管理職に伝えられたところでございます。引き続き、児童生徒が安心して学べる、いじめのない

学校づくりを行ってまいります。指導課からの報告事項は、以上でございます。 

 

○報告事項４ 平成２９年度 第６４回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校について 

（松澤義章 学校保健課長）「報告事項４ 平成２９年度 第６４回埼玉県学校歯科保健コンクール表

彰校について」ご報告いたします。６ページをお願いします。埼玉県教育委員会等の主催によります、

学校歯科保健コンクールにおきまして、表彰校決定の旨、通知がございましたので、報告させていただ

きます。「最優秀校 東小学校」、「優秀校 今泉小学校、大谷小学校、大谷中学校」、「優良校 富

士見小学校、東町小学校」、「入選校 中央小学校、原市南小学校」、「ＰＴＡ活動優秀校 大石中学

校」でございます。なお、表彰式につきましては、平成３０年２月８日、さいたま市文化センターで開

催される予定となっております。以上、報告とさせていただきます。 

 

（今泉達也 学校教育部長）報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今報告をいただきました件につきまして、ご質問、

ご意見等ありましたら、お願いいたします。 

 

（中野住衣 委員）最後に説明いただいた学校歯科保健コンクール表彰校についてです。たいへん素

晴らしい成績を収められたということですが、むし歯の予防など、必要な好ましい生活環境というの

は、家庭で育てなければいけないものと思いますが、学校と家庭ですとかＰＴＡの連携が大切だと思

います。そのときに、５番のところでＰＴＡ活動優秀校に大石中学校の取組が評価されて選ばれてお

りますが、具体的にＰＴＡが歯科保健に係るどんな活動をして選ばれたのか教えていただきたいと思

います。 

 

（松澤義章 学校保健課長）詳細につきまして、たいへん申し訳ございませんが、選考の書類が県に行

っておりまして、私どもの手元にございませんので、細かくは説明できないのですが、ＰＴＡ活動優

秀校の審査の基準というものがありまして、こちらが「家庭や地域との連携が円滑に行われ、具体的

な取組がみられていれる学校である」ということがひとつの審査の基準ということでうたわれている

ものでございます。 

 

（池野和己 教育長）それでは、それ以外のことがわかりましたら、後でまた、よろしくお願いします。

他にありましたらお願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）大谷地区の学校保健委員会でＬＧＢＴの広場を書いている城戸健太郎さんの講演

会がありました。この頭文字は、みなさんご存じだと思いますが、レズとかゲイとかバイセクシュア
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ルとかトランスジェンダーといったいろいろなお互いの性の関わり合いがあって、講演をしていただ

いた城戸さんという方もホモの方なのですが、学校で、こういう話題やこういう言葉でいじめみたい

な形で報告が上がってくることはあるのでしょうか。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）いじめの報告については、学校には上がっておりません。学校の方でもＬＧＢ

Ｔについては、たいへん教育の方も進んできておりまして、たいへん注意を払って人権の教育として

進めているところではあります。 

 

（岡田栄一 委員）決してパーセントでいうわけではありませんが、１００人いたら７人か８人は、

そういう関係の方がいらっしゃるということなので、子どもたちがいれば、その中にも本人がわかっ

ていないにしても、多少そういう意識の方がいると思っています。そうなってきた場合に、他の子ど

もたちとの違いに悩むこともあるかと思います。また、そういうことでいじめられることもあるかと

も思います。ぜひとも、こういう本を各学校でも１冊くらい図書館にでも置いていただいて、ぜひと

も、そういった子どもたちにも、こういうのもあるのだと知っていただければ、子どもたちの対応も

違ってくるのかと思います。あくまでも普通なのであって、決して特別なものではないという意識を

皆さんに持てるような形を図っていただければと思います。だいぶそのへんも違ってくると思います。

よろしくお願いします。 

 

（池野和己 教育長）それでは、この件はよろしいでしょうか。他にありましたらお願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）いじめの問題についてですが、資料の中で小学校の５月のいじめが１件、６月の

いじめがまだ解決されていないということなのですが、認知されてから半年以上経ちますが、この内

容について、教育委員会では把握しているのかということと、その対策と問題点がわかっていれば教

えていただきたいと思います。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）内容については、把握しております。継続しているというのは、継続していじ

めが行われているという状態ではなくて、その状態について一旦は解決が行われていますが、小学校

ですと、担任がみて、もう少し注意深く見守っていく必要があるであろう、また、本人にとっても、

まだ不安がないかということを確かめて、完全に「大丈夫です」というところまで、丁寧にみている

というところであることを把握しております。中学校におきましても、人間関係がずっと続いている

ものなので、その事象は現在はみられませんが、注意深く、軽々にすぐに解決したという対応をしな

いということで、丁寧にみているという状態で、いじめの事象が続いているということではありませ

ん。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。他にありましたらお願いいたします。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）２点ほど意見と質問をさせていただきます。まず、１点目はいじめ

の件ですが、課長から「部長が校長会でいじめではなくて、いじめの見逃し０ということを発言して

いただいた」ということがありましたが、私はたいへんすごいことだと思っています。過去には、ど

うしても教育委員会関係で隠ぺいがあるとか世の中で言われていて、「上尾市はいじめはないです

よ」と声高に言うとか、そういう風潮があった、風潮があったというのは語弊があるかもしれません

が、あったのですが、今は「いじめの見逃し０」というのは、「いじめ」というのは子どもの社会だ
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けではなく、一般社会・経済においてもあることですので、それを見逃さないで、それを確実に止め

て対処していくか、課長が言われた５月のものも引き続き注意深くみていくことが大事であると思い

ますので、これからも、注意深く「見逃し０」というのをやっていただきたいと思います。それから

もう１点、このところ、上尾市が紙面をにぎわせていました。そのようなときに、日曜日の９時にな

ると、あるテレビ番組があって、○○マラソンというのがテレビで言われていて、そのようなときに、

上尾シティマラソンがもう３０回になっているのだということで、この３０回のシティマラソンとい

うのをシティセールスと、どこかつながっているのかと思いました。教育委員会とは関係ないと思い

ますが、これだけ連続して実施されている事業というものは、何らかの価値があると思いますので、

ぜひ、上尾市教育委員会としても、これだけ続いている事業というものをどう維持をしていったり、

発展させていったらいいのかということを、ぜひ、３０回記念と銘打って３０回行ったわけですので、

これを契機に何らかのことを新たに検討なり、もう一度原点に戻って考えていただきたいと思います。

以上です。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。他にありますか。 

 

（大塚崇行 委員）今、上尾シティマラソンのことがありました。こちらの報告で、男子大学生の出走

率が５４．５５ということで、ちょっと低いのですが、これは毎年このような状況でしょうか。 

 

（長谷川浩二 スポーツ振興課長）男子大学生の出走率ですが、招待大学が多いものですから、その影

響も出ておりまして、エントリーするのですが、実際には当日出られないということがありまして、

昨年から、こちらの方からもある程度制限ではないのですが、目安ということで提案いたしまして、

出走率につきましては、これでも上がったような状況です。 

 

（池野和己 教育長）よろしいですか。他にありますか。 

 

（岡田栄一 委員）最後に、第６４回の学校歯科保健コンクールの表彰ですが、優秀校が上尾地区か

ら４校も出ているということは、実際のところ、今まで羽生市とかさいたま市とか川口市とか、ある

程度、地域が限定されていたところもあるのですが、そこに上尾から４校も入ってきているというこ

とは、私としては学校歯科医をやっている上で、「うれしい」の一言です。こういうふうに賞をもら

うことによって、学校はすごくそれを励みにします。子どもたちもそれに対して誇りを感じるところ

があると思います。今までの取組がそれにプラスになってくるところがありますので、先ほど、中野

先生もおっしゃっていましたが、決して、どこの学校が特別ということではなくて、どこの学校も紙

一重で、ちょっとした努力の違いで出てくるところもありますので、ぜひとも、そういうことを学校

だけでなく、上尾市全体としてとらえてやっていただければと思います。ここに出ている学校は、み

なフッ化物洗口をやっている学校がほとんどです。あとは、学校医の先生方が、養護の先生が熱心だ

というところもあるのですが、ぜひとも、そのへんを他の学校にも、ちょっと努力すればできるのだ

ということを教えていただけるような機会を作っていただいて、上尾市全体を盛り上げていただいて、

第２の羽生になるようにできればと思います。よろしくお願いします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。よろしいでしょうか。たいへん貴重なご意見をありが

とうございました。以上で報告については終了したいと思います。 
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日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）続きまして、今後の日程報告をお願いいたします。 

 

（荒井正美 教育総務課長）それでは、来月、１月のご案内をさせていただきます。教育委員の日程を

ご覧いただきたいと思います。まず、仕事始めの１月４日、木曜日は、平成３０年教育委員会年頭式

が予定されております。会場及び開始時間につきましては、昨年度と同様に、市役所本庁舎７階大会

議室にて、午後１時３０分より開式となりますので、よろしくお願いいたします。次に、報告事項に

もございましたが、１月７日、日曜日は、成人式がございます。それから、平成３０年におきまして

も前年から引き続き、各小・中学校において委嘱研究発表が行われます。２３日、火曜日は鴨川小学

校、２４日、水曜日は東町小学校、３１日、水曜日は大谷小学校でそれぞれ実施されます。また、日

程が戻りますが、２５日、木曜日は１月定例教育委員会が午前９時３０分から開催予定で、同じ日の

午後からは、文部科学省東館において、平成２９年度市町村教育委員研究協議会、第３回実施分が開

催予定となっております。日程につきましては、以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。日程についてはよろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

日程第７ 議案の審議 

（池野和己 教育長）ここから非公開の会議といたします。傍聴の方は、ご退席をお願いします。 

 

～傍聴人退場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、「議案第５７号 平成２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の

申出について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第５７号につきましては、関次長が説明申し上げます。 

 

（関孝夫 教育総務部次長）議案書５ページをお開きください。「議案第５７号 平成２９年度上尾

市一般会計補正予算に係る意見の申出について」でございます。提案理由につきましては、その次の

ページの下の方ですが、上尾市一般会計に係る予算の補正について、法律の定めるところに基づきま

して、市長に意見を申し出たいので、この案を提出するものでございます。戻っていただきまして、

５ページ、１のところでございますが、最初に、歳出につきましては補正額１，３２８万４，０００

円で、これは社会教育費の生涯学習課所管分のうち、公民館管理運営事業に係るものでございます。

本事業の公民館施設改修工事費について、点検の結果に基づき、大谷公民館体育室空調設備の改修工

事を行うための経費でございます。次に、２番、繰越明許費でございます。繰越明許費は、予算の支

出が年度内に終わらない見込みであるものについて、議会の議決を得て、翌年度に限り、繰り越して

使用できる予算でございます。ただ今説明しました、大谷公民館体育室空調設備の改修工事は、年度

内に改修の終了ができない見込みでございますので、今回繰越明許費として提案させていただくもの

でございます。続きまして、ページを１枚めくっていただきまして、３、債務負担行為補正でござい
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ます。表に掲げております１０項目になります。債務負担行為は、将来にわたる債務を負う契約を結

ぶことで、期間と限度額を定めるものでございます。今回の債務負担行為の期間は、すべて今年度、

２９年度から来年度、３０年度まででございます。本来であれば、それぞれの事項につきましては、

平成３０年度に実施する事業であるため、平成３０年度当初予算で予算化するものでございますが、

この議決を待っておりますと、契約に関する作業に着手ができません。したがいまして、債務負担行

為を行いまして、契約を早めに行うことを目的にしております。しかし、たとえば、最初の中学生海

外派遣研修業務では、早期に航空チケットなどを確保するということがあったり、あるいは、２番目

の小中学校ＡＬＴ派遣業務では、年度当初に配置するＡＬＴの確保が必要であるということがあるた

めに、債務負担行為を行って平成２９年度を含めた契約の履行期間とする必要があるため、ここで債

務負担補正をさせていただくものでございます。また、その後、小・中学校の管理業務やコンピュー

タシステム保守業務、公民館管理業務、図書館の管理業務や巡回配送業務、中学校給食共同調理場の

調理業務などの８件の事項の業務については、平成３０年４月１日から業務を開始ししなければなり

ません。したがいまして、２９年度中に入札を実施するなどの準備行為が必要でございます。そのた

めに、債務負担行為をここで提案させていただいて、このような財政上の手法によって３０年度のそ

れぞれの事項、事業の運営をスムーズに実施するために行う措置でございます。説明は、以上でござ

います。 

 

（池野和己 教育長）ただ今、議案第５７号について説明をいただきました。質疑、意見等がございま

したらお願いしたいと思います。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、これより採決いたします。「議案第５７号 平成

２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

日程第８ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）以上で予定されておりました本日の日程はすべて終了いたしました。これをもち

まして、上尾市教育委員会１２月定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

平成  年  月  日   署名委員 

 


